
届出日

・宅地造成等工事規制区域は第12条第1項に〇
・特定盛土等規制区域は第30条1項に〇

許可証と一致

・着手日と完了予定日は、工程表、標識と一致。
・完了予定日は、許可証より工期を遅らせて記
載する場合、軽微な変更届を提出。早める場合
は軽微な変更届不要。

許可申請書と一致



着手届と一致

着手届の着手日、
標識の着手予定日と一致

着手届の完了予定日、
標識の完了予定日と一致

●工事
■工事
▲工事



1,2,3
許可証と一致

4,6,7,8
許可申請書と一致

・9,10 着手届、工程表と一致
・完了予定日は、許可証より工
期を遅らせて記載する場合、軽
微な変更届を提出。早める場合
は軽微な変更届不要。

工事の範囲が分かる土地
の平面図等を添付
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松江市都市政策課開発指導係 
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着手届と併せて提出する場
合は、着手届と同日

・宅地造成等工事規制区域は第16条第2項に〇
・特定盛土等規制区域は第35条2項に〇

最新の許可証に一致


